
 
入札公 告(電 気工 事) 

 
 次のと おり一 般競 争入札 に付し ます。  
 
 令和８ 年５月 １１ 日 
                    支出負 担行為 担当官  

福 井地方 検察庁 検事正  岡  本  貴 幸     
１ 工事 概要 
 (1) 工事名   
   福 井地方 検察 庁、同 武生支 部及び 同敦賀 支部照 明器具 ＬＥＤ 改修工 事 
 (2) 工事場 所 
   福 井市春 山１ 丁目１ 番５４ 号       福井春 山合同 庁舎内  
                             福井 地方検 察庁専 有部分  
   福 井県越 前市 日野美 ２丁目 ５番地 の１  福井地 方検察 庁武生 支部庁 舎 
   福 井県敦 賀市 松栄町 ７番２ ８号      敦賀地 方合同 庁舎内  
                                       福井 地 方検 察庁 敦 賀支 部専 有部 分 
 (3) 工事内 容  
     福 井春 山 合 同 庁 舎及 び 敦 賀 地 方合 同 庁 舎の 検察 庁 専有 部分 並 びに 福井 地方 検

察庁 武生支 部庁 舎の照 明器具 をＬＥ Ｄ照明 設備に 改修する工 事であ る。 
 (4) 工期 
   契 約締結 の日 から令 和９年 ２月２ ６日ま で 
  (5) 本 件 入 札 手 続 は 、 下 記 ３ に 定 め る と お り 、 入 札 参 加 申 請 手 続 、 入 札 手 続 等 を

電 子 調 達 シ ス テム （政 府 電 子 調 達（ Ｇ Ｅ ＰＳ ）（https://www. p-portal.go.jp/))
によ り行う 。 

     な お 、電 子 調 達 シ ステムに よ り 難い 者 は 、 支 出負 担 行 為 担 当官 の 承 認 を得 た
場 合 に 限り 、 入 札 参加 申 請 手 続 及び 入 札 手続 の 全 て を書 面に よ り行 うこ と（ 本
件入 札手続 にお いて「 紙入札 方式」 という。）が できる 。 

２ 競争 参加資 格 
  (1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 以 下 「 予 決 令 」 と い う ｡） 第 70条 及 び 第 71条 の 規 定 に

該当 しない 者で あるこ と。 
     な お、 未 成 年 者 、被 保 佐 人 又 は被 補 助 人で あ って 、 契 約締 結 の た め に必 要な

同 意 を 得 て い る 者 は 、 予 決 令 第 70条 に お け る 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す
る。  

  (2) 本 工 事 の 業 種 区 分 （ 電 気 工 事 ） に お い て 、 法 務 省 の 令 和 ７ ・ ８ 年 度 に お け る
建 設 工 事 の 一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い る こ と （ 会 社 更 生 法 （ 平 成 14
年 法 律 第 154号 ） に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れて い る 者 又 は 民 事 再
生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ） に 基 づ き 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れて い る
者 に つ いて は 、 手 続開 始 の 決 定 後、 法 務 省が 別 に 定 める 手続 に 基づ く一 般競 争
参加 資格の 再認 定を受 けてい ること 。）。 



  (3) 法 務 省 の 令 和 ７ ・ ８ 年 度 に お け る 電 気 工 事 の 一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 の 際 に
算出 して得 た総合 数値が 、１， １００ 点未満 （Ｂ又 はＣ 等級） である こと。 

 (4) 次に掲 げる 基準を 満たす主 任技 術者又 は監理 技術者（ 監理 技術者に あっては、
監 理 技 術 者 資 格 者 証 及び 監 理 技 術 者講 習 修 了 証を 有 する 者 ） を本 工 事 に 専任 で
配置 する ことが できる こと。  

   ア   一 級 電気 工 事 施 工管 理 技 士 又 はこ れ と 同 等以 上 の 資 格を 有 する 者 で ある こ
と 。 

    イ   上 記 に 掲 げる 同 種 又 は 類 似 工 事 の 経 験 を 有 する 者 で あ る こ と (共 同 企 業
体 の 構 成 員 と して の 実 績 は 、 出 資 比 率 が  20％ 以 上 の 場 合 の も の に 限 る 。 )。 

   ウ   所属 建 設 業 者 から 入 札 の 申 込み の あ った 日以 前 に同 建設 業 者と ３か 月以 上
の 雇用関 係に あるこ と。 

 (5) 主任技 術者又 は監理 技術者 の専任 期間は 以下の とおり であ る。 
   ア   契約 締 結 日 の 翌日 か ら 工 事 の始 期 ま での 期間 に つい ては 、 主任 技術 者又 は

監 理技術 者の 設置を 要しな い。 
  イ  契約締 結日 の翌日 から現 場施工 に着手 するま での 期間（現 場事務 所の 設置、

資 機 材 の 搬 入又 は 仮 設 工事 等 が 開 始さ れ る ま で の期 間 ）に つ いて は、 発注 者
と 受 注 者の 間 で 書 面 によ り 明 確 にし た 場 合 に限 って 、 主 任 技術 者 又 は 監理 技
術 者の工 事現 場での 専任を 要しな い。 

   ウ   工事 完 成 後 、 検査 が 終 了 し （発 注 者 の都 合に よ り検 査が 遅 延し た場 合を 除
く 。） 事 務 手 続 後 、 後 片 付 け 等 の み が 残 って い る 期 間 に つ い て は 、 発 注 者 と
受 注 者 の間 で 書 面 に より 明 確 に した 場 合 に 限って 、 主 任 技 術者 又 は 監 理技 術
者 の 工 事 現 場で の 専 任 を要 し な い 。な お 、 検 査 が終 了 した 日 は、 発注 者が 工
事 の完成 を確 認した 旨、受 注者に 通知し た日と する 。 

  (6) 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 （ 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。） の 提 出 期 限 の 日 か ら 開
札 の 時 ま で の 期 間 に 、 平 成 7年 1月 23日 付 け 法 務 省 営 第 191号 会 計 課 長 通 達 「 工
事 請 負 契約 に 係 る 指名 停 止 等 の 措置 要 領 の制 定 及 び 運用 につ い て」 に基 づく 指
名停 止を受 けて いない こと。  

  (7) 入 札 に 参 加 し よ う と する 者 の 間 に 資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 が な い こ と （ 入 札 説
明書 参照）。 

  (8) 会 社 更 生 法 に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れて い る 者 又 は 民 事 再 生 法
に 基 づ き 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れて い る 者 （ 上 記 (2)の 再 認 定 を 受 け た
者を 除く｡）で ない こと。  

 (9) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として
排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると
認めていないこと。 

  (10)法務省が発注した工事について、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る
価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には、そ
の工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日まで
の期間が１か月を経過していること。 

３ 入札 手続等  



 (1) 担当部 局 〒 910-8583 福井 県福井 市春 山１丁目 １番５ ４号 
          福 井地方 検察庁 事務局 会計課 国有財 産係 
          電 話 0776-28-8721（内線 2116) 
 (2) 入札説 明書等 の入手 期間及 び入手 方法 
  ア  入手期 間 
     令和８ 年５ 月１１ 日から 同年７ 月２日 午後５ 時まで  
  イ  入手方 法 
      (ｱ) 入 札 説 明 書 等 は 、 上 記 (1)に て 交 付 （ 行 政 機 関 の 休 日 に 関 する 法 律 （ 昭

和 63年 法 律 第 91号 ） 第 1条 に 規 定 する 行 政 機 関 の 休 日 （ 以 下 「 休 日 」 と い
う。）を 除 く 毎日 、 午前 ９ 時か ら午 後 ５時 まで 。） 又は 調 達ポ ータル （http
s://www. p-portal.go.jp/))からダウン ロード できる 。 

      (ｲ) 入 札 説 明 書 別 冊 仕 様 書 及 び 図 面 に つ い て は 、 本 件 入 札 競 争 参 加 資 格 合 格
者に別 途配 布する 。 

 (3) 申請書 の提出 期間及 び提出 方法 
  ア  提出期 間 
       令和 ８ 年 ５ 月 １１ 日 か ら 同 年５ 月 ２ ９日 まで の 休日 を除 く 毎日 、午 前９ 時

か ら午後 ５時 まで 
  イ  提出方 法 
     電子調 達シ ステム によ り提出するこ と。 
        な お 、 紙 入 札 方 式 に よ る 場 合 は 上 記 (1)の 場 所 に 持 参 若 し く は 郵 送 （ 提 出

期 間内必 着。）する こと。  
 (4) 入札、 開札の 日時及 び場所 並びに 入札書 の提出 方法 
  ア  入札 
   (ｱ) 入 札書の 提出期 限 
      令和 ８年 ７月２ 日午後 ５時ま で 
   (ｲ) 入 札書の 提出方 法 
      電子 調達 システムに よる。 
          な お 、 紙 入 札 方 式 に よ る 場 合 は 上 記 (1)の 場 所 に 持 参 又 は 郵 送 （ 提 出 期

間内必 着） するこ と。 
  イ  開札 
   (ｱ) 開 札の日 時 
      令和 ８年 ７月３ 日午後 ２時０ ０分 
   (ｲ) 開 札の場 所 
      〒910-8583  福井 県福井 市春山 １丁目 １号５ ４番 
              福 井地方 検察庁 大会議 室又は 電子調 達シス テム  
４ その 他 
  (1) 手 続 に お い て 使 用 する 言 語 は 日 本 語 、 通 貨 は 日 本 円 、 時 間 は 日 本 の 標 準 時 及

び単 位は計 量法 （平成 ４年法 律第51号）に よる。  
 (2) 入札保 証金 
   免 除 



 (3) 契約保 証金 
   納 付（保 管金 の取扱 店 日 本銀行 福井代 理店）。 
     た だし 、 利 付 国 債の 提 供 （ 保 管有 価 証 券の 取扱 店  日 本銀 行 福井 代理 店） 又

は 金 融 機 関若 し く は 保 証事 業 会 社 の保 証 を も って契 約 保 証 金 の納 付 に 代 える こ
と が で きる 。 ま た 、公 共 工 事 履 行保 証 証 券に よ る 保 証を 付し 、 又は 履行 保証 保
険の 締結を 行っ た場合 は、契 約保証 金の納 付を免 除する。 

 (4) 入札の 無効 
     本 公告 に 示 し た 競争 参 加 資 格 のな い 者 のし た入 札 、申 請書 又 は資 料に 虚偽 の

記 載 を し た 者 の し た 入 札 及 び 入 札 に 関 する 条 件 に 違 反 し た入 札 は 無 効 とする 。 
 (5) 落札者 の決定 方法 
      予 決 令 第 79条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低

の価 格をも って 有効な 入札を 行っ た入札者 を落札 者とする。  
     た だし 、 落 札 者 とな る べ き 者 の入 札 価 格に よ って は 、 その 者 に よ り 当該 契約

の 内 容 に適 合 し た 履行 が な さ れ ない お そ れが あ る と 認め られ る とき 、又 はそ の
者 と 契 約 を 締 結 する こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 すこ と と な る お そ れ が あ って
著 し く 不適 当 で あ ると 認 め ら れ ると き は 、予 定 価 格 の制 限の 範 囲内 の価 格を も
って 入 札 し た 他 の 者 の う ち 最 低 の 価 格 を も って 入 札 し た 者 を 落 札 者 と する こ と
があ る。 

      お っ て 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 が 予 決 令 第 85条 に 基 づ く 調 査 基 準
価格 を下回 る場 合は、 予決令 第86条 の調査 を行う ものと する。  

 (6) 配置予 定技術 者の確 認等 
     落 札 者決 定 後 、 工 事実 績 情 報 シ ステム 等 に よ り配 置 予 定 技 術者 の 専 任 制違 反

の事 実が確 認さ れた場 合、契約を 結ばな いこと がある 。ま た、長期入 院、死亡、
退 職 等 極 め て 特 別 な 場 合 で や む を 得 ない も の と して 承 認 さ れ た 場 合 の ほ か は 、
資 料 の 差し 替 え は 認め ら れ な い 。資 料 の 提出 期 限 の 翌日 以降 に おい て、 長期 入
院 等 の 特 別 な 理 由 に より 、 や む を 得ず 配 置 予 定技 術 者 を 変更 する 場 合 は 、資 格
と 同 種 又は 類 似 工 事の 経 験 等 の 総合 評 価 につ い て 、 当初 の配 置 予定 技術 者と 同
等以 上の者 を発 注者の 承認を 得た上 で配置 しなけ ればならな い。 

 (7) 手続に おける 交渉の 意図の 有無 
   無  
 (8) 契約書 の作成 の要否  
   要  
  (9) 本 工 事 に 直 接 関 連 する 他 の 工 事 の 請 負 契 約 を 本 工 事 の 請 負 契 約 の 相 手 方 と の

随意 契約に より 締結する予定 の有 無 
   無  
 (10) 関連情 報を入 手するための 照会窓 口 
   上 記３(1)に同じ 。 
 (11) 一般競 争参加 資格の 認定を 受けて いない 者の参 加 
      上 記 ２ (2)に 掲 げる 一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い な い 者 も 上 記 ３ (3)に

よ り 申 請 書 を 提 出 する こ と が で き る が 、 競 争 に 参 加 する た め には 、 開 札 の時 に



お い て 、当 該 資 格 の認 定 を 受 け 、か つ 、 競争 参 加 資 格の 確認 を 受け てい なけ れ
ばならな い。 

 (12) 詳細は 入札説 明書に よる。  


